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対
象
地
区

中
野
会
場

還
付
申
告

中
野

日
野

延
徳

平
野

高
丘

長
丘

平
岡

科
野 倭

還
付
申
告

中
野

日
野

延
徳

平
野

高
丘

長
丘

平
岡

科
野 倭

豊
田
会
場

上
今
井

上
今
井

豊
津

豊
津

豊
津

永
田

永
田

永
田

＊中野会場は、市民会館4１号会議室（2階）、豊田会場
は、豊田支所大会議室（2階）で行います。

＊2月2８日㈭以降は、中野会場のみとなります。

※2月１８日、３月4日の「還付申告」日は、給与、年金所得の所得税の還付を受ける方（市内全地区）を
対象とします。なお、対象地区の指定日以外でも相談は受けられますが、混雑をさけるため、できるだ
け対象地区の指定日にお越しください。

◆申告相談日程 受付時間　午前８時～午後３時（申告相談の開始は午前９時から）

平成25年度

市・県民税
申告相談が
始まります

■申告相談期間
　２月１８日㈪～３月１5日㈮
■受付時間
　午前８時～午後３時（相談は午前９時から）
　市・県民税の申告は、課税の基礎資料のためだ
けではありません。所得証明あるいは課税証明な
どの証明書の発行や、国民健康保険税、保育料の
算定および年金・各種手当などの基礎資料にもな
りますので、必ず期限内に申告してください。

　

前
年
度
に
市
・
県
民
税
申
告
書

を
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
方
な
ど

に
、
２
月
上
旬
に
申
告
書
類
を
送

付
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
申
告
書
類
が
届
か
な

く
て
も
、
昨
年
中
に
一
時
的
な
収

入
が
あ
っ
た
り
、
新
た
に
就
労
し

た
方
、
ま
た
は
途
中
で
退
職
し
た

方
な
ど
は
、
申
告
が
必
要
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
左
ペ
ー
ジ
の
「
要
否
判
定
表
」

を
参
考
に
、
申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
方
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
を

郵
送
し
ま
す

指
定
日
に

ご
来
場
く
だ
さ
い

　
平
成
２５
年
度
市
・
県
民
税
の
申

告
相
談
は
、
２
月
１８
日
㈪
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
地
区
ご
と
に
相
談
会

場
や
相
談
日
が
決
ま
っ
て
い
ま
す

の
で
、
下
段
の
日
程
表
で
確
認
の

上
、
指
定
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
告
相
談
期
間
中
は
担

当
者
が
全
員
会
場
に
出
向
く
た
め
、

市
役
所
税
務
課
窓
口
で
の
申
告
相

談
は
で
き
ま
せ
ん
。

収
支
内
訳
書
の
作
成
を

お
願
い
し
ま
す

　
事
業
所
得(

営
業
・
農
業)

や

不
動
産
所
得
を
申
告
す
る
方
は
、

あ
ら
か
じ
め
自
分
で
収
入
や
経
費

を
取
り
ま
と
め
て
「
収
支
内
訳

書
」
を
作
成
し
、
帳
簿
や
出
荷
伝

票
、
経
費
の
領
収
書
な
ど
を
持
っ

て
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
申
告
用
紙
と
一
緒
に
「
収
支

内
訳
書
」
と
書
き
方
の
手
引
き
を

送
付
し
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

用
紙
類
は
、
市
役
所
税
務
課
お
よ

び
豊
田
支
所
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
を
申
告
会

場
で
申
告
す
る
方
は

　
平
成
２４
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
が
、
一
定
額
以
上
に
な
れ
ば
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
生
計
を
一
に
す
る
親
族

の
た
め
に
支
払
っ
た
も
の
は
、
本

人
分
と
合
算
し
て
構
い
ま
せ
ん
。

個
人
別
に
合
計
額
を
算
出
し
、
医

療
費
な
ど
の
領
収
書
を
持
っ
て
申

告
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
控
除
に
な
る
額
　
①
総
所
得
金

額
等
が
２
０
０
万
円
以
上
の
方

は
、
医
療
費
合
計
の
う
ち
１０
万

円
を
超
え
る
部
分
　
②
総
所
得

金
額
等
が
２
０
０
万
円
未
満
の

方
は
、
医
療
費
合
計
の
う
ち
、

「
総
所
得
金
額
等
の
５
％
」
を

超
え
る
部
分
。
た
だ
し
、
健
康

保
険
組
合
や
生
命
保
険
な
ど
か

ら
医
療
費
が
補
て
ん
さ
れ
た
場

合
（
高
額
療
養
費
、
出
産
育
児

一
時
金
、
入
院
給
付
金
、
高
額

問い合わせ先
【市・県民税の申告に関すること】税務課課税係　☎（２２）２１１１（内線２２５）
【所得税の確定申告に関すること】信濃中野税務署　☎（２２）３１５１
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平成25年１月１日現在、中野市に住んでいましたか？

市・県民税の
申告は必要？ 申告要否判定表

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
）
は
、

そ
の
金
額
を
対
象
の
医
療
費
か

ら
差
し
引
い
て
く
だ
さ
い
。

◆
控
除
の
対
象
に
な
ら
な
い
主
な

も
の
　
健
康
診
断
、
人
間
ド
ッ

ク
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
、
医
師
の
診
断
書
、
栄
養
ド

リ
ン
ク
や
ビ
タ
ミ
ン
剤
な
ど
疲

労
回
復
や
健
康
保
持
の
目
的
で

購
入
し
た
も
の
、
視
力
矯
正
の

た
め
の
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ

代
、
メ
ガ
ネ
代
、
医
師
の
処
方

の
な
い
目
薬
や
湿
布
な
ど
。

事
前
に
集
計
を
済
ま
せ

て
お
越
し
く
だ
さ
い

　
「
収
支
内
訳
書
」
を
提
出
す
る

方
や
医
療
費
控
除
の
あ
る
方
は
、

必
ず
事
前
に
集
計
を
済
ま
せ
て
か

ら
申
告
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
集
計
し
て
い
な
い
場
合
、
ご
自

身
で
集
計
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、

申
告
相
談
を
お
受
け
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。郵

送
で
も

受
け
付
け
ま
す

　
市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
郵

送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。
３
月
１５

日
㈮
ま
で
に
記
入
し
た
申
告
書
や

「
収
支
内
訳
書
」
、
控
除
資
料
な

ど
を
市
役
所
税
務
課
宛
て
に
お
送

り
く
だ
さ
い
。

　
内
容
の
確
認
な
ど
で
、
電
話
を

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
電

話
番
号
欄
に
日
中
連
絡
が
取
れ
る

番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
役
所
税
務
課
、
豊
田

支
所
、
北
部
公
民
館
、
西
部
公
民

館
、
永
田
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
投
函
箱
を
設
置
し
て
あ
り
ま

す
の
で
、
そ
ち
ら
へ
の
投
函
も
可

能
で
す
。
（
た
だ
し
、
所
得
税
の

確
定
申
告
書
は
投
函
し
な
い
で
く

だ
さ
い
）

所
得
税
の
確
定
申
告
は

税
務
署
へ

　
信
濃
中
野
税
務
署
で
は
、
２
月

１
日
㈮
か
ら
３
月
１５
日
㈮
ま
で
の

間（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）所
得
税

の
確
定
申
告
会
場
を
設
置
し
ま
す
。

会
場
　
信
濃
中
野
税
務
署
２
階
会

議
室

時
間
　
受
付
…
午
前
８
時
３０
分
～

相
談
…
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　※
年
末
調
整
後
の
給
与
所
得
（
公

的
年
金
等
）
以
外
の
所
得
金
額

が
２０
万
円
以
下
の
方
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合

で
も
市
・
県
民
税
の
申
告
は
必

要
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平成２4年中に収入が
ありましたか？

税務署に確定申告書を
提出しますか？

平成２5年１月１日現在に住んでいた市町
村にお問い合わせください。

年末調整や確定申告で、生計を一にする
親族の税法上の扶養になっていますか？

次の①、②のどちらかに当てはまり
ますか？
①収入は給与のみで年末調整されて
いる

②収入は公的年金収入のみ
※公的年金から所得税が源泉徴収されている
場合は、確定申告により還付になることが
あります。
※また、市・県民税の所得控除（社会保険料
控除、医療費控除など）を受ける場合は、
市・県民税の申告が必要になります。

市・県民税の 申告は必要ありません

市・県民税の
申告が必要です

：はい ：いいえ

はい

いいえ

はい いいえ

はい

はいいいえ

いいえ

いいえ

はい


